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簡易裁判所簡易裁判所

――民事トラブルを簡易迅速な民事トラブルを簡易迅速な解決に導く４つの解決に導く４つの手続手続メニューメニュー

アクセスがしやすい

簡易裁判所は昭和２２年に発足し，現在島しょ部なども含め北

海道から沖縄まで全国各地に４３８庁設置されています。

通常訴訟手続が終了するまでの
平均期間

通常訴訟手続が終了するまでの
平均期間（月）（月）

「簡易裁判所」ってどんなところ？「簡易裁判所」ってどんなところ？

簡易・迅速に紛争を解決

簡易裁判所では，受付窓口に本人でも容易に手続を利用できる

ように各種手続の申立書などの書式を備え付けています。ま

３か月以内で終了３か月以内で終了

地方裁判所
（支部を含む）
地方裁判所
（支部を含む）

２５３庁２５３庁

全国の地方・簡易裁判所の数全国の地方・簡易裁判所の数

簡易裁判所簡易裁判所

４３８庁４３８庁

地裁の
約１．７倍
地裁の
約１．７倍
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H23 H24 H25 H26 H27

裁判所書記官裁判所書記官

相談者相談者

知識経験を用いて適正・妥当な解決に
尽力します！

知識経験を用いて適正・妥当な解決に
尽力します！

た，通常訴訟手続は，概ね３か月以内に終了しています。

司法委員と調停委員

訴訟手続では，一般市民の健全な良識を反映させるため，一般

市民の中から選ばれた司法委員が関与する制度があります。調

停手続では，豊富な社会経験を有する一般市民の中から選ばれ

た調停委員が関わります。

手続案内

簡易裁判所の手続を利用するに当たって，どのような準備が必

要か，どの程度の費用がかかるのかなどの具体的な手続に関す

るご質問に対し，手続案内（法律相談ではありません。）を実

施しています。

訴訟をする場合，・・・



通常訴訟手続

原則として１４０万円までの請求について，判決に

よる終局的な解決を図る手続です。当事者間の折り

合いがつけば，和解により，解決される場合もあり

ます。

１１

少額訴訟手続

６０万円までの金銭の請求に限り，原則として１回

の審理で終了する訴訟手続です。分割払や支払猶予

を認める判決がされる場合もあります。

２２

主張と証拠に基づ
いて，判決します。
主張と証拠に基づ
いて，判決します。

裁判官裁判官

主張主張 証拠証拠

判決判決

簡易裁判所の４つの手続メニュー簡易裁判所の４つの手続メニュー

審理は原則１回で
終了します。

主張書面主張書面
証拠書面証拠書面

原告が，被告にお金を
貸すところを見ました。

証人証人

事前に，事前に，

とと やや
を準備する
ことにより，
を準備する
ことにより，

民事調停手続

裁判官と民間から選ばれた２名以上の民事調停委員とで構成される調停委員会が，当事者双方の

言い分を聴き，話合いによる解決を図る手続です。

３３

支払督促手続

金銭等の支払を求める請求について，裁判所へ出頭することな

く，書類の審査のみで，迅速に解決を図る手続です。

４４

裁判所書記官による書類審査裁判所書記官による書類審査

調停成立！調停成立！交渉決裂交渉決裂 調停手続の申立てにより，裁判所で話合い調停手続の申立てにより，裁判所で話合い

調停委員会調停委員会裁判所裁判所



どの手続を選べばいいの？どの手続を選べばいいの？

◆当事者双方の主張と証拠に基づいて，裁判所の判決により終

局的な解決を図る手続が通常訴訟手続です。訴訟手続の中で

も，原則として１回の審理で終了するのが少額訴訟手続です。

『民事トラブルを判決で解決したい』方は・・・

◆相手方との話合いで解決を図る民事調停手続が考えられます。

訴訟手続とは異なり，手続は非公開で行われます。

『相手方と話合いをベースに解決したい』方は・・・

話合いができる何か良い
方法はないかなぁ？

話合いができる何か良い
方法はないかなぁ？

解
決
解
決

簡裁 手続 検索

簡易裁判所の民事の手続についてもっと詳しく知りたいという方は，裁判所ウェブサイトの

「裁判手続の案内」ページの「簡易裁判所の民事事件Ｑ＆Ａ」

（http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/index.html）をご覧ください。

▼各手続の申立てに必要な手数料や申立てをすることができる簡易裁判所などは法律等で定

められています。手続に関し，ご不明な点があれば，お近くの簡易裁判所にご相談ください

（裁判所では法律相談は実施しておりません。）。

訴訟手続とは異なり，手続は非公開で行われます。

◆金銭の請求であれば，証拠の提出も不要で，申立手数料が訴訟手続の半額の支払督促手続が

考えられます。

『金銭の支払がされず，お困りの』方は・・・

決
！
決
！


